
 

令和８年２月３日 

南多摩区域（日野市・多摩市・稲城市）薬局各位 

地域医薬品提供強化事業における自己点検（アクションリスト）のお願い 

 

 一般社団法人南多摩薬剤師会 

会 長  小 坂 智 弘 

 

 平素より本会の会務運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。大変重要な事項であるため非会員の薬局様にもご案内しております。 

 さて、以下の QR コードよりご覧いただけますとおり、今年度事業の一環として、日本薬

剤師会より「地域医薬品提供体制の強化」を目的とした、各薬局における現状の自己点検依

頼（アクションリスト）が発出されております。 

 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist 

日本薬剤師会ホームページ 

 本事業の背景といたしましては、現在も続いている医薬品の供給不安により、薬剤師が

日々の業務において不便を強いられ、その影響が最終的に患者への不利益として現れている

ことが挙げられます。 

 こうした状況を受け、日本薬剤師会では「地域医薬品提供体制強化のためのアクションリ

スト」を策定いたしました。限られた資源を有効に活用し、環境の変化に柔軟に対応するた

めには、休日・夜間対応体制の強化や在宅医療提供体制の充実など、地域薬剤師会と薬局が

一体となって取り組むとともに、行政や他職種（団体）と連携・協議することが求められて

います。 

 その初手として、本事業ではこのアクションリストに準じた内容にて、現段階での自局の

機能を再点検していただき、その結果を受けて、南多摩薬剤師会で協議を行い、日野市・多

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist


摩市・稲城市全体の特徴を再認識するとともに、地域住民へのサービス向上および南多摩薬

剤師会として今後の取組の礎としてまいりたいと考えております。 

 また、本件は地域医薬品提供体制の強化に向け、各市行政と適宜連携しながら取り組む必

要のある極めて重要な事業であることから、今回の調査結果につきましても資料として行政

と共有し、今後の施策への参考とさせて頂きます。誠に恐縮ではございますが、下記の提出

期限までに薬剤師会会員、非会員関わらずすべての薬局様よりご回答を賜りますよう、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

※なお、この自己点検表の action2の質問の中にあります「医薬品調剤情報を共有するシス

テム」につきましては、別添の説明をご覧いただき別途回答をお願いします。 

 

記 

 

提出期限：令和８年２月１４日（土） 

提出方法：下記の QRコードよりお願い致します 

 

https://forms.gle/uE2HZsfKzahfKwZQ9 

 

※自己点検の所要時間は約１０〜１５分程度です。 

 

ご不明な点につきましては南多摩薬剤師会までお願い致します。 

 

問い合わせ先 南多摩薬剤師会事務局 

  ＴＥＬ ０４２－３７２－７０４０ 

e-mail：hinoyaku@pearl.ocn.ne.jp 

https://forms.gle/uE2HZsfKzahfKwZQ9

